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論　説

「チーム学校」における校内支援体制づくりと 
教育相談コーディネーターの養成

今　西　一　仁
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１　問　　　題

　今日，いじめ・不登校などの生徒指導上の課題や特別支援教育への対応など児童生徒を取り巻
く環境が複雑化・多様化している。また，貧困問題への対応や地域での活動など，学校に求めら
れる役割も拡大している。複雑化・多様化する問題の解決を図る上で，教員以外の専門性も必要
とされている。こうした状況への対応に向けて，「チームとしての学校」が求められるようにな
った（中央教育審議会，2015）。
　教育相談等に関する調査研究協力者会議（2017）は，「これまでの教育相談は，どちらかとい
えば事後の個別対応に重点が置かれていたが，不登校，いじめや暴力行為等問題行動，子供の貧
困，児童虐待等については，事案が発生してからのみではなく，未然防止，早期発見，早期支
援・対応，さらには，事案が発生した時点から事案の改善・回復，再発防止まで一貫した支援に
重点をおいた体制づくりが重要である」と指摘しており，学校教育相談の立場からも，個別の対
応ではなく，包括的な支援を組織的にどう展開するかが求められている。こうした考え方は，
「生徒指導提要（改訂版）」（文部科学省，2022）によっていっそう明確になった。
　「生徒指導提要（改訂版）」（文部科学省，2022）では，課題の有無を起点とした時間軸に着目し，
先手型の常態的・先行的（プロアクティブ）生徒指導と事後対応型の即応的・継続的（リアクティ
ブ）生徒指導に分けている。具体的には，前者は，日常の生徒指導を基盤とする発達支持的生徒
指導と，組織的・計画的な課題未然防止教育であり，後者は，課題の予兆的段階や初期状態の指
導・援助を行う課題早期発見対応と，深刻な課題への切れ目のない指導・援助を行う困難課題対
応的生徒指導である。ここでは，「事案が発生してからのみではなく，未然防止，早期発見，早
期支援・対応，さらには，事案が発生した時点から事案の改善・回復，再発防止まで一貫した支
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援」（教育相談等に関する調査研究協力者会議，2017）の重要性を重視した支援構造が提起されている。
　また，現在の学校には，SC，SSWをはじめ，さまざまな援助資源が導入されている。そのた
め，「学校が，より困難度を増している生徒指導上の課題に対応していくためには，教職員が心
理や福祉等の専門家や関係機関，地域と連携し，チームとして課題解決に取り組むことが必要」
（中央教育審議会，2015）となってきた。こうした学校内外の援助資源を活用して，包括的・組織
的な支援体制を行うためには，指導・援助を担う教員の役割も変わってこざるをえない。小林・
藤原（2014）は，我が国の学校教育相談のこれまでの歴史的展開を概観し，今後の課題として，
児童生徒個人や児童生徒全員，教師，保護者のみならず，組織全体に対してすべての領域を包括
的・統合的な視点から捉えて繋ぎ，校内外との連携や協働の中心となり全体を俯瞰できるコーデ
ィネーターの必要性が増してきたと指摘している。また，大野（2017）は，自らの学校教育相談
の定義の中で，「学校教育相談とは，児童生徒の学習面（広く学業面を含む），進路面（針路面を含
む），生活面（心理社会面および健康面）の課題や問題，論題に対して，情緒的のみならず情報的・
評価的・道具的にもサポートをするため，実践家に共通の『軽快なフットワーク，綿密なネット
ワーク，そして少々のヘッドワーク』を活動のモットーに，『反省的（省察的）実践家としての教
師』というアイデンティティの下で，１）参加的な観察を中核とする統合的なアセスメントによ
り子どもたちを理解してみまもり（見守る），２）すべての子どもが持っている創造力（クリエイ
ティビティ）と自己回復力（レジリエンス）とにていねいにかかわり（「関わる」とは，狭義のカウン
セリングのみではなく，構成的グループ・エンカウンターやソーシャル・スキル・トレーニング等の心理教

育を含め，さらに，そうした直接的なかかわりをチームとして支える作戦会議等をいう），３）早急な対
応が必要な一部の子どもとしのぎ（「凌ぐ」とは，危機介入や論理療法等も含む初期対応等をいう），
４）問題等が顕在化している特定の子どもをつなげ（「繋げる」とは，学校内外の機関等との作戦会議
を土台とする連携・協働等をいう），５）すべての子どもがこれからの人生を豊かに生き抜くために，
もっと逞しく成長・発達し，社会に向かって巣立っていけるように，学校という時空間をたがや
す（「耕す」とは，学校づくりのことをいう），教育相談コーディネーター教師（特別支援教育コーディ
ネーターを包含する）を中核とするチームによる組織的系統的な指導・援助活動（支援活動）」と定
義している。学校において児童生徒の支援を担当する役割としては，教育相談担当，特別支援教
育学校コーディネーター等さまざまな役職があるが，「チーム学校」においてはそれらを包括し
たコーディネーターの役割が必要になると思われる。教育相談等に関する調査研究協力者会議
（2017）においても，「組織的な連携・支援体制を維持するためには，学校内に，児童生徒の状況
や学校外の関係機関との役割分担，SCや SSWの役割を十分に理解し，初動段階のアセスメン
トや関係者への情報伝達等を行うコーディネーター役の教職員の存在が必要である」としている。
このように，「チーム学校」が多様化・複雑化する児童生徒の状況に対応していくためには，学
校における児童生徒の支援システムとそれを機能させるコーディネーターの役割が必要になる
（今西・金山，2017）。
　この点について，「生徒指導提要（改訂版）」（文部科学省，2022）では，「教育相談は，生徒指導
と同様に学校内外の連携に基づくチームの活動として進められます。その際，チームの要となる
教育相談コーディネーター（教育相談主任等）の役割が重要です」と指摘し，「教育相談を中核で
支えるのは教育相談コーディネーター」と提起している。

（　　）
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　本稿においては，児童生徒への指導・援助において，「チーム学校」を有効に機能させるため
には，包括的・組織的な校内支援体制をどのように構築し，どのように機能させていけばいいの
か，また，そうした校内支援体制の運営を担う教育相談コーディネーターの役割と養成をどう考
えていけばいいのかといった点について，先行研究や筆者の教育相談コーディネーターとしての
実践や教育相談コーディネーター養成研修に関する実践をもとに，「生徒指導提要（改訂版）」（文
部科学省，2022）を踏まえて，校内支援体制づくりの概念モデルと教育相談コーディネーターの
役割や機能や養成の在り方を提示し，校内支援体制づくりと教育相談コーディネーターに関する
今後の方向性と課題について考察したい。

２　実践Ⅰ：高等学校における教育相談コーディネーターとしての実践

⑴　３段階・４領域の包括的な校内支援体制づくり
　今西（2008）は，2002～2006年度に，A高校において，教育相談コーディネーターとして，校
内支援体制づくりとその運営についての実践を行った。A高校では，校内支援体制づくりを行
うにあたって，カウンセリング係・人権教育係・保健室の３つの校務分掌を合わせた生徒サポー
ト部という校務分掌を立ち上げた。生徒サポート部の役割と機能について，学校心理学（石隈，
1999）における３段階・４領域の心理教育的援助サービスの心理学モデル（表１，２）を用いて，
表３のように整理した。
　表３の１次的サポートでは，すべての生徒の発達や学校生活への適応に向けた援助が対象とな
る。特に重視したのが１次的サポートである。問題が発生した後の特定の生徒に対する事後対応
ではなく，全ての生徒を対象に能力を伸ばす促進的援助や生徒の実態から起こり得る課題を予測
して行う予防的援助が効果的に行われていれば，２次的・３次的な支援ニーズを抱える生徒への
支援につながると考えた。
　具体的には，人権教育係としては学級における人間関係づくり，保健室では生活・健康面の調
査と分析，カウンセリング係としては心理・社会面の適応・発達を促す心理教育授業プログラム

（　　）

表１　学校心理学における３段階の心理教育的援助サービス　石隈（1999）をもとに作成

次　元 対象 ねらい 支　援　内　容

１次的  
援助サービス

全ての  
子ども

発達促進・  
課題対応への援助

　すべての子どもを対象として，発達上の課題や教育上の
課題に取り組むうえで必要とする基礎的な能力を開発する
促進的援助と課題を達成するうえでの困難に対する予防的
援助がある。

２次的  
援助サービス

一部の  
子ども

早期発見・早期対応
による予防的援助

　日常的なアセスメントをもとに，援助ニーズを抱えた一
部の子どもをできるだけ早期に発見して早期に対応する予
防的援助を行う。子どもが自分で問題解決ができるように
援助する。

３次的  
援助サービス

特定の  
子ども

問題への対処を行う
組織的援助

　困難な問題を抱えた特定の子どもを対象として，校内・
校外連携による援助チームをつくり，危機介入を含めた継
続的・組織的援助を行う。
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や将来の進路選択に向けた進路カウンセリングプログラムを作成して実施した。また，１年次に
不登校や中途退学が多くなる現状を踏まえて，接続期の適応への援助が高等学校３年間の教育活
動の基盤になると考え，新入生を対象とした「高校生活適応支援プログラム」というガイダンス
プログラムを作成し，４月当初の２週間に学校全体で実施した。

（　　）

表２　学校心理学における心理教育的援助サービスの４領域　石隈（1999）をもとに作成

領　域 支　援　内　容

学習面
子どもの学習面における問題解決。学習意欲の促進，子どもの学習状況（学習習慣，学力，
学習スタイルなど）の理解，学習スキルの獲得，学習計画の立案の援助，基礎学力の獲得
など

心理・社会面
子どもの情緒的な苦悩の軽減や自己理解（心理面での内的適応）の促進と友人・学級・学
校への（外的・社会的）適応の促進など

進路面
進学先や就職先の決定そのものではなく，この決定の基盤となる，生き方・生きる方向の
選択の援助

健康面 子どもの心身の健康の状況についての理解の促進や健康問題の解決の援助

表３　生徒サポート部の役割と機能（今西，2008a，2021）

支援のねらい
生活・健康面 心理・社会面，進路面

保健室 人権教育 カウンセリング

１

次
的
サ
ポ
ー
ト

発
達
・
適
応
へ
の
支
援

日常的なかかわりと行
事を通して生徒全員を
対象として，能力を伸
ばすことを目指す促進
的な支援が中心であり，
主に集団が対象となる。

健康診断など予防活動  
学校生活におけるケガ
や病気への対応  
生徒保健委員会活動  
生徒対象の保健講話  
広報・啓発活動

教科，生活指導，部活
動を通しての人権学習。
互いの違いを認め合え
る学級経営。人権教育
学習（LH）  
広報・啓発活動

広報・啓発活動  
学年集会等でのガイダ
ンス  
心理テスト等の実施  
進路カウンセリングプ
ログラム

高校生活適応支援プログラム  
クラス・学年を対象とした心理教育授業プログラムの実施  
教職員対象の生徒サポート研修会の実施  
生徒対象の性教育授業（「性の予防教育授業」）  
「高校生活アンケート」等による生徒の実態調査

２

次
的
サ
ポ
ー
ト

予
防
的
支
援

　支援ニーズを抱えた
生徒を早期に発見し，
早期に支援する。問題
を抱えた生徒が，でき
るだけ自分で問題解決
ができるように支援す
る。

接続期における中高連携  
カウンセリングなど個別の対応・SCとの連携  
定期的な校内支援委員会の実施による早期発見・早期支援

健康相談  
校内救急連絡体制

保幼・小中・地域・関
連団体との連携

進路カウンセリングプ
ログラム  
カウンセリング

３

次
的
サ
ポ
ー
ト

問
題
解
決
へ
の
支
援

　困難な問題を抱えた
特定の生徒を対象に，
校内支援委員会で個別
の支援方針・計画を作
成し，チームで支援す
る。

校内支援委員会・チーム支援を中心とした危機介入  
関係機関との連携
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　こうした援助の必要性について教職員に周知していくために，アセスメントの資料として学校
独自の「高校生活アンケート」を作成・実施した。分析においては当該年度だけでなく，過年度
との比較をすることで生徒の実態や変化をつかみ，それに応じた必要な援助内容について検討し，
教職員で共有した。
　２次的サポート（表３）では，問題を抱えた生徒の早期発見と早期援助が中心になる。中学校
から高校への接続期は，「高１クライシス」ともいえる大きな変化のときである。そこで，入学
が内定した生徒について，入学式前に教員が出身中学を訪問して情報収集をした。その結果をも
とに生徒の高校生活への適応を促す支援について検討し，教職員で共有した。また，学年会と校
内支援委員会を定期的に開催することで，支援ニーズのある生徒をできるだけ早期に発見し，早
期の援助につなげることができた。
　３次的サポート（表３）では，困難な問題を抱えた生徒が危機的な状況に対応しながら，適応
能力を発揮できるように援助することが中心になる。校内支援委員会において生徒の問題状況に
ついてのアセスメントを行い，それをもとに支援方針と当面の支援計画を検討して，チーム支援
を行った。校内生徒支援委員会には必ず管理職が出席することになっており，支援方針と支援計
画は管理職の承認のもとで検討して実施し，校内支援委員会・支援チームでその効果を検証し，
必要に応じて支援方針と支援計画を改善した。

⑵　チーム支援を軸にした組織的支援
　今西（2008）は，チーム支援を軸にした組織的支援を行うために，校内における支援の展開に
ついて「個々のレベルの対応」・「個々のレベルの連携」・「チームとしての支援」・「学校としての
対応」の４段階を想定し，図１のように教職員に提示した。
　「個々のレベルの対応」「個々のレベルの連携」は，個々の教職員が生徒の変化に気づき，声が
けや面談等を通して行う初期対応である。「個々のレベルの対応」で問われるのは個々の教職員
が生徒とかかわる力であり，「個々のレベルの連携」で問われるのは，職場の同僚と協働する力
である。後者においては，教職員個々の力だけでなく，職場風土や同僚性といった環境要因も大
きく影響する。学校における日常の生徒支援のほとんどはこの段階の支援である。
　この段階の対応で生徒に対する支援の困難さや緊急性が察知された場合は，生徒サポート部に
つながり，校内支援委員会での検討を経て支援チームを立ち上げて「チームとしての支援」を行
う。このチームとしての支援の段階が，３次的サポート（表３）にあたる。ここでは，組織的な
対応としてチーム支援につなげるために定期的に開催される学年会からの報告を重視した。なお，
チーム支援を行うにあたっては，コア援助チーム，拡大援助チーム，ネットワーク型援助チーム
という３つの援助チーム（石隈・田村，2003）を参考にした。
　「学校としての対応」については，校内で生徒への支援を行っていく過程で，生徒の実態や教
職員の意識，職場風土等について課題が提起された場合に，その課題への対応について検討する。
たとえば，「高校生活適応支援プログラム」というガイダンスプログラムは，入学時における生
徒の学校不適応の課題への対応策の検討から作成されたものである。
　このように，組織的な支援を行うことによって，課題を抱えた生徒への支援を行うだけでなく，
その支援を通して学校における教育の方向性を考えていくことができる。

（　　）
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⑶　教育相談コーディネーターとしての実践を通した課題
　A高校での５年間の実践を通して，校内支援体制についての教職員の共通理解が進み，不登
校や中途退学といった生徒の不適応が減少するなど一定の成果は得られた。しかし，当時（2002
～2006）は，教育相談は個別の面接・相談というイメージが強く，自らをコーディネーターとし
て意識して実践する教員はほとんどいないように感じられた。こうした取組が筆者の属人的な実
践になると，人事異動によって校務分掌が機能しなくなることもあり，校務分掌としての安定性
を担保できなくなることが考えられた。また，「今後の特別支援教育の在り方について（最終報
告）」（文部科学省，2003）において特別支援教育コーディネーターの必要性が提唱されたこともあ
り，校内における特別支援教育コーディネーターと教育相談コーディネーターの役割の異同を明

（　　）

図１　校内における生徒支援の４段階（今西，2008）
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らかにする必要性もあった。
　そこで，校内支援体制づくりのためには何が必要かという視点から教育相談コーディネーター
の役割や機能を具体化・明確化したうえで，教育相談コーディネーター養成に関する研修の内容
について検討していく必要性を感じた。

３　実践Ⅱ：高等学校における校内支援体制づくりと　　　 
教育相談コーディネーター養成研修についての実践

⑴　研修の概要
　B県教育センターでは，2011～2015年度に，県内公立高等学校における校内支援体制づくりと
生徒支援コーディネーター養成に係る研修を行った。筆者は，その主担当として，本研修の企
画・運営を行った。
　ここで，生徒支援コーディネーターとは，「教育相談担当者・特別支援教育コーディネーター
等，校内支援委員会において連携調整役を担当する教職員」の呼称である。当時，B県県立高校
では，教育相談担当者が他の校務分掌と兼務する割合は93％と高く，教育相談担当者と特別支援
教育学校コーディネーターとの兼務率は64％であり，校務分掌として教育相談と特別支援教育の
担当を分けて行うことが難しい実態があった。この点に関して大野（2017）は，学校教育相談を，
「教育相談コーディネーター教師（特別支援教育コーディネーターを包含する）を中核とするチーム
による組織的系統的な指導・援助活動（支援活動）」と定義している。そこで，研修においては，
県立高校の校務分掌の実態を反映し，特別支援教育コーディネーターを包含する教育相談に関す
るコーディネーターとして，生徒支援コーディネーターという呼称を用いた。なお，本研修にお
いては，B県内34校の県立高校のうち，10校を重点支援校として指定し，他24校を通常支援校と
した。
　研修の展開としては，生徒支援コーディネーター研修，重点支援校スキルアップ研修，重点支
援校への訪問支援のアウトリーチ研修の３つの研修を組み合わせて実施した。生徒支援コーディ
ネーター研修（年２回）では，参加者相互のネットワークづくりを行う地区別研修会（東部・中
部・西部の県内３会場）と県外講師による全体研修会を実施した。また，重点支援校スキルアップ
研修会は，重点支援校担当者を対象として，コーディネーターの役割に関する研修を年間２回実
施した。
　本研修の特色は，重点支援校へのアウトリーチ研修にある。都道府県単位のコーディネーター
養成研修としては，神奈川県総合教育センター（2006）のように担当者を招集して研修講座を実
施する講座型の研修か，岩手県総合教育センター（2012）のように長期研修生として学校から１
年間教育センターに派遣されて行う派遣型の研修が中心であり，訪問支援に焦点を当てた研修は
これまでなかった。B県教育センターでは，県立高等学校34校のうち重点支援校10校を対象とし
て，年間延べ100回前後指導主事等が学校を訪問し，生徒支援コーディネーター担当者への指
導・援助だけでなく，各学校の実態や担当者のニーズに応じて校内支援委員会やチーム支援会へ
の参加や校内研修実施への援助等を行うことによって，校内支援体制づくりを並行して行う，ア
ウトリーチ型の研修を実施した。

（　　）
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⑵　研修の内容
　具体的な研修内容としては，①校内支援委員会を軸にした生徒支援に係るシステムづくりとサ
イクルづくり，② Q-U（河村，2004）・アセス（栗原・井上，2013）等のアセスメントツールの活用
と支援委員会の定例化による支援サイクルづくり，③所属校の校内支援体制づくりを通した生徒
支援コーディネーター担当者のOJTの３つを考えた。
①　校内支援委員会の支援システムづくりと支援サイクルづくり
　家近・石隈（2011）は，校内支援体制における組織として，マネジメント委員会，コーディネ
ーション委員会，援助チームという３段階の援助チームのシステムを提案している（図２）。こ
のうちコーディネーション委員会は，個別の援助チームとマネジメント委員会の中間に位置する
組織として，個別のチーム援助とマネジメントを促進するものであり（石隈，2009），高等学校で
の支援体制づくりを行うにあたっては，３つのシステムのうち，コーディネーション委員会に焦
点を当て，本研修では，これを校内支援委員会と呼称した。
　学校心理学における３段階の心理教育的援助サービス（表１）で考えると，たとえば，アセス
（栗原・井上，2013）等のアセスメントツールとしての活用は，問題への対応に焦点を当てた３次
的支援というよりも，児童生徒全員の日常からの発達を促進する１次的支援と，予防的支援であ
る２次的支援に焦点を当てた取組といえる。また，校内支援委員会の開催の仕方について，この
３つの次元と対照すると，必要に応じて開催する支援委員会は，生徒の問題が生じてから対応す
る３次的支援が中心になると考えられる。一方，定期的に開催する支援委員会は，問題が生じる
前に早期に発見して早期に対応することを目指す２次的支援が中心になる。なお，本研修におい
ては，前者を臨時支援委員会，後者を定例支援委員会と呼称した。
　臨時支援委員会では，児童生徒の問題への対応の検討という明確な目的があり，参加者のモテ
ィベーションを高く保つことができるという利点がある一方，開催が必要な問題かどうか判断が
難しいという欠点がある。たとえば，学校に来ていない状態が続く児童生徒を不登校ではなく
「怠け」と判断した場合は，支援委員会を開催する必要がないとみなされることもある。何をも
って開催が必要と判断するのかという基準の設定は校種や学校の実態によって異なる。また，支
援が必要と判断されて校内支援委員会が開催される場合は，問題状況が深刻になってから開かれ
ることが多く，その後の支援の展開が問題状況への事後対応になりがちである。
　それに対して定例支援委員会では，関係する教職員が定期的に情報共有を行うことで，児童生
徒の問題が深刻化する前に気づくことができ，できるだけ早期の働きかけを行う予防的な支援が
可能になる。また，情報共有の機会を積み重ねることを通して，その学校において何が問題にな
りやすく，何を課題にすればいいのか，学校運営の方向性を明確にすることができる。一方，定
期的に開催しても，その中で何をするかといった見通しが支援委員会の参加者に共有されていな
かったり，毎回の支援委員会が情報共有だけにとどまっていたりすると，臨時支援委員会に比べ
て参加者のモティベーションを保つことが難しくなる。そこで，定例支援委員会を運営していく
ためには，年間を通した支援サイクルに焦点を当てたマネジメントが必要になる（今西，2013，
2018）。
　図３は，支援サイクルの視点を入れた定例支援委員会の運営方法の一例である。１回目の支援
委員会においては，まず，学級や学年からの情報収集をもとに，組織的な支援の必要性がある生

（　　）

20 立命館経済学（第71巻　第６号）

664



立命館経済学71巻６号―四校　Ａ

徒について検討する。次に，次回の支援委員会までの生徒についての支援方針と支援計画の検討
を行い，その内容によって支援チームのメンバーを決める。最後に，次回支援委員会の開催日と
協議する内容について確認する。こうした結果は記録として残され，支援委員会終了後，学年会
などを通して学級担任や必要に応じて他の教職員に伝えられ，共有される。
　２回目以降の支援委員会では，まず，前回検討された内容を，記録をもとに確認する。前回の
支援委員会において支援チームが作られている場合は，支援チームの担当者からその後の進展に
ついて報告がなされる。後は１回目と同じように進めていく。こうして，支援委員会を中心とし
たアセスメントと支援チームを中心とした支援の PDCAサイクルが年間を通して継続していく
のである。校種や学校規模にもよるが，こうした PDCAサイクルを機能させていく上で重要に
なるのが学年会の働きである。定例支援委員会での情報共有を効果的に行うためには，学年会で
の生徒の情報収集と協議が欠かせない。家近・石隈（2007）は，学年会等の相互コンサルテーシ
ョンを通して教師相互の理解，教師相互で話し合う機会を獲得しながら参加者の当事者意識が高
まると指摘している。学年会の協議を定例支援委員会につなげることで参加教員の当事者意識が
強まり，協働の学校風土づくりにもつながると考えた。
　また，定例支援委員会が，効果的に機能するためには，事前の準備をどのように進めていくか
という点が重要になる。本研修においては，定例支援委員会の開催前に指導主事等が訪問支援を
行い，コーディネーター担当者と協働して事前に準備会を行った。定例支援委員会の働きが校内
で認知されてくるに伴って，対応する事例の量は増えてくる。事例が増えてくると，学校におい
ては時間超過のため情報の共有にとどまり，支援の検討まで進まない事態が出てきた。そこで，
支援委員会の前に，コーディネーター担当者，管理職，養護教諭，SC・SSW等と協働して，支
援委員会の原案づくりに向けた準備会を開き，事前に事例検討を行った。

（　　）

図２　３段階の援助チーム（家近・石隈，2011）
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　準備会では，まず，定例支援委員会でどのような事例が提出されてくるのか，生徒の情報を事
前に把握しておく。事前に支援ニーズが高い生徒を把握できている場合は，学年主任とコーディ
ネーター担当者が SC・SSW等と事前協議を行い，支援の方向性について検討しておく。なお，
本研修においては，準備会に教頭か主幹教諭の参加を要請した。管理職が参加することによって，
支援委員会の担当者の権限に一定の重みづけができ，その後の校内連携につながりやすくなると
考えた。
　図４は，生徒の支援について整理していくための枠組みを提示した事例整理シートである。困
難度が上がると下に向かい，下がると上に向かうというイメージで作成した（今西，2013）。この
枠組みをホワイトボード全面に描き，付箋に定例支援委員会で情報共有する生徒の名前を書いて，
「情報共有で見守る事例」（２次的支援）と，「支援が必要な事例」（３次的支援）に分けて整理する。
「情報共有で見守る事例」は，各学年単位の共有でいいか，全教職員での共有が必要かといった
情報共有のレベルについて検討しておく。また，「支援が必要な事例」については，当面の支援
の方向性を検討した上で，支援チームのメンバー案を作成しておく。
　定例支援委員会当日には，準備会で作成した図４のシートを参加者に配付するとともに，事前
準備と同様にホワイトボードを用いた検討を行う。そして，次回の定例支援委員会に向けた記録
もこの様式で引き継ぐ。こうした手続きを行うことで準備会や定例支援委員会で検討する資料自
体が記録資料になり，支援の枠組みについて参加者の共通理解を図ることができる。
②　アセスメントツールを用いた支援サイクルづくり
　近年，アセス（栗原・井上，2013）や Q-U（河村，2004）等の児童生徒理解のためのアンケート
調査が様々な学校で活用されている。こうした調査は，学級集団や児童生徒個々についての理解
を促進するためのアセスメントツールとしての活用されることが多いが，それだけでは調査資料
の活用が学級担任レベルにとどまったり，学年や学校としての組織的な支援につながらなかった
りする。そこで，今西（2013，2018）は，アセスメントツールとしての活用に加えて，コミュニ
ケーションツール，マネジメントツールといった用途も含めた組織的な活用法について提案した。
　まず，学級のデータや分析を学年や学校レベルの理解と支援に広げていくために必要なのが，

（　　）

図４　事例整理シート（今西，2013）
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コミュニケーションツールとしての活用である。たとえば，アセス（栗原・井上，2013）で用いら
れている「生活満足感」「非侵害的関係」，Q-U（河村，2004）で用いられている「学級生活満足
群」「侵害行為認知群」といった用語は，そのまま児童生徒理解や学級集団についての理解の視
点となる。学年会や校内支援委員会，チーム支援会等において，これらの用語や調査データを児
童生徒理解のための「共通言語」として用いることで，児童生徒への支援に向けた教員相互のコ
ミュニケーションを促進することができる。
　そして，アセスメントを具体的な支援につなげる手段が，支援サイクルづくりに向けたマネジ
メントツールとしての活用である。マネジメントツールとして用いる場合は，図５のように，１
回ごとの調査の実施と分析を，年間を通して一貫した支援サイクルの中に位置づけ，年間行事計
画の中に組み入れた。
　たとえば，１回目の調査実施後は，校内研修会や学年会などの機会を活用して，そのアセスメ
ントをもとに支援の方針について検討し，２回目調査実施時までの具体的な手立てと支援計画を
考える。２回目調査では，それまでの実践についての評価を行い，学年末に向けての取組の方針
と手立ての改善を図り，学年末には振り返りと次年度の支援計画の検討を行う。こうした支援の
展開を，R（research：調査）→ V（vision：方針）→ P（plan：計画）→ D（do：実践）→ C（check：
評価）→ A（action：改善）のように一貫した支援サイクルとして考え，それを年間行事計画の中
に具体的な取組として位置付けていくことを提案した。こうした支援サイクルを教職員で共有す
るために作成したのが，図６のQ-U 学級支援シートである。
③　所属校の校内支援体制づくりを通したコーディネーター担当教員の OJT

　コーディネーター担当教員の所属校におけるOJTを実施していくためには，まず，その役割
を明確にする必要がある。そこで，今西（2013，2018）は，養成研修を実施するにあたって，大
野（1998）をもとに生徒支援コーディネーターの役割を図７のように定義した。
　コーディネーターの役割は，主に連携・支援役と推進役の二つがある。生徒の支援に取り組む
ためにまず必要になるのが，連携・支援の役割である。SCや SSWなど校内の援助資源や地域，
関係機関など校外の援助資源を活用し，校内支援委員会の運営やチーム支援の調整を行っていく
ことが求められる。日頃から，校内だけでなく地域や関係機関の援助資源も把握してネットワー
クを作っておき，児童生徒の支援が必要なときには，校内支援委員会で支援の方向性を調整し，
校内外の援助資源を生かして支援チームを作って支援を行う。また，援助資源を調整し，効果的
な支援につなげていくためには，相談や助言，面接を行う力も必要になる。
　学校の日常での役割としては，こうした連携・支援の役割が中心になるが，それを支えるのが
支援体制を推進する役割である（今西，2017）。コーディネーションは，「学校内外の援助資源を
調整しながらチームを形成し，援助チームおよびシステムレベルで，援助活動を調整するプロセ
ス」と定義されている（瀬戸・石隈，2002）。学校においてコーディネーションを行うためには，
システムをどう機能させるのかという視点が欠かせない。その点，コーディネーターには，学校
全体を俯瞰し，年間計画を立てて運営し，それを評価して次年度につなげるといったマネジメン
トの機能も重要になる。
　そこで，本研修においては，まず，前年度からの年間計画の立案・推進と当該年度の評価，校
内研修会の企画・運営，情報提供活動や広報活動，アセス（栗原・井上，2013）等の調査の実施と

（　　）
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（　　）

図５　アセスメントツールの活用におけるRV-PDCAサイクル（今西，2013，2018）
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記入例

１．２回目実施時の学級集団のプロット図

２．前回と比べてどのような変化があったか。

eserch　学級集団の調査・アセスメント

○△　中学校　１年　２組

児童生徒数（29）人
男・女（16・13）人

Q―U 学級支援シートQ―U 学級支援シート

RR

２．個別支援が必要な児童生徒の問題と考えられる点

気の合う友達がいないと言って一人でいることが多く，不登校傾向。

落ち着きがなく，人を傷つける言動が見られ，注意されることが多い。

部活や授業でよく頑張っているので承認感はもっと高いと思われた。

陰で文句を言うことがあり，よく不満をもらし，周りを巻き込む。

Ｅ夫

Ｄ夫

Ｈ美

Ｃ美

Ｆ郎

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓓ

Ⓔ ふだんは無気力なことが多い。Ｂ男と一緒になってＡ夫をからかう。

１．現在の学級集団のプロット図

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓓ

Ⓔ

（５月20日　実施）

学級満足度尺度の４群の分布状態
　満足群 （　13　）人（　45％）
　非承認群 （　10　）人（　34％）
　侵害行為認知群 （　２　）人（　７％）
　不満足群 （　４　）人（　14％）
学校生活意欲尺度の領域の特徴
　高い領域→（友人・学習・学級・教師・進路）
　低い領域→（友人・学習・学級・教師・進路）

※小学校は，（友人・学習・学級）のみ

３．これまでの取組：これまで力を入れてきた取組を３つあげましょう。あなたから見てその取組
の効果について，次の１～５のうち一つを選んでください。

　　（５十分できた　４だいたいできた　３わからない　２あまりできなかった　１不十分だった）

チャイムが鳴ったら着席し，授業中は静かにする学級の雰囲気を作る。 ５・４・３・２・１

人を傷つけるような言動はしない学級づくり。

個々の生徒の気持ちを大切にした教師と生徒の人間関係づくり。

５・４・３・２・１

５・４・３・２・１

ision　これからの取組の方針VV
１．目指したい学級集団のプロット図 ２．目指したい学級集団：左の図で表した学級集団は，

どのような集団ですか？

３．支援のバランス：次回実施時までに次の２点につい
てどのようなバランスをもって取り組みますか。
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○　人を傷つける言動がない学級集団
○　学習に対して落ち着きを持って主体的に取り組
むことができる学級

○　悩みがあれば相談できる担任と生徒との関係

lan　具体的な取組の手立てPP

heck　取組についての評価CC

ction　今後の取組に向けてAA

O　実際の取組DD

学
級
集
団
へ
の
支
援

日常の学級活動
学校行事を利用し，一人一人に役割を持たせ，役割を
遂行することによって学級集団への帰属意識を高める。

授業
小グループで問題解決型の学習を取り入れ，終わりの
時間には振り返りの時間をとる。

特別活動・行事
特活の時間に短時間でできるSGEのエクササイズを継
続的に取り入れて人間関係づくりに取り組む。

校内・校外連携・保護者対応
支援が必要な生徒について家庭との連絡を定期的に行
う。
（個別支援）
定期的に個別面談を行い，生徒の気持ちに耳を傾け
る。機会をとらえて肯定的な言葉がけをする。

校内合唱コンクールに向
けて全員に役割分担をして
取り組んだ。

担任が担当する授業（国
語）で，月に２回程度行っ
た。

２．３回実施したが，継
続することができなかっ
た。

Ｅ郎とＡ夫について家庭
訪問を行って，家でのよう
すを聞いてきた。

定期考査の後，一人15分
程度，面接を実施した。声
がけの時の言葉に配慮した。

個
別
支
援

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓓ

Ⓔ 学習への個別支援の軸に，放課後などに複数の教員でかかわりを行う。

トラブルが起きた時に責めずにじっくり話を聞いてみる。

個別面談時にとってじっくり話を聞くとともに，家庭での様子を尋ねてみる。

トラブルが起きたときには必ずすぐに個別面談を行い，落ち着かせる。

今から家庭との連絡を取り合う。個別面談だけでなく，グループづくりをする。

Ⓒ
Ⓓ

ⒺⒶ

Ⓑ

（10月15日　実施）

学級満足度尺度の４群の分布状態
　満足群 （　15　）人（　52％）
　非承認群 （　６　）人（　21％）
　侵害行為認知群 （　５　）人（　17％）
　不満足群 （　３　）人（　10％）
学校生活意欲尺度の領域の特徴
　高い領域→（友人・学習・学級・教師・進路）
　低い領域→（友人・学習・学級・教師・進路）

まだまだ不十分ではあるが行事を通してリーダーの役割を果たすことのできる生徒が現れ，
少しずつ学級としてのまとまりが出てきた。自分から担任に話しかけてくる生徒が少しずつ出
てきた。

教師からの日ごろの肯定的な言葉がけについて気をつける。SGEについては特活の時間に継
続的に実施するのは無理なので，授業やSHRなどの機会を用いる。Ⓐについては，家庭内の
複雑な事情もわかってきたので，今後は家庭との連絡を密にしていきたい。
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活用・管理といった推進面の役割に焦点を当て，コーディネーター担当教員がそれぞれの所属校
で職務を遂行できるよう，定期的・継続的な学校訪問による研修支援を行った。

⑶　研修の成果と課題
①　成果
　県内公立高等学校を対象として実施した，３回（2009・2013・2015）の縦断的調査によってその
成果を検証したところ，次の３点が認められた（今西・金山，2017）。
　まず，教育相談に関する支援システムづくりが促進されたことがあげられる。具体的には，生
徒支援に関する年間計画の作成，教育相談・生徒支援に関する校内研修会の実施，広報活動，校
内支援委員会の設置と定例化，チーム支援の実施について改善がみられた。
　また，高等学校において教育相談に関する支援サイクルづくりが促進された。具体的には，年
間計画を作成し，支援サイクルの視点から運用されるようになり，校内支援委員会の定例化や
Q-U，アセス等調査の実施率が向上した。
　さらに，高等学校において教育相談に関する予防的支援が促進された。校内研修会の実施，校
内支援委員会の定例化，中学校への聴き取り等入学前からの中高連携，Q-U 等調査や人間関係
づくりの実施等の点で改善がみられた。こうした予防的支援は緊急性を伴わないため，その必要
性を認識されにくいが，支援サイクルを機能させることによってその促進が可能になったと考え
られる。
②　課題
　研修受講者への聞き取り調査をもとに，研修担当者で整理した結果，教育相談コーディネータ
ーの役割やその養成に向けて次の点が課題として明らかになった。
　まず，学校において教育相談コーディネーターが果たす役割と機能の明確化があげられる。役
割としては，図７のとおり，連携・支援と推進という２つの役割を軸に提示することで，教育相
談コーディネーターの役割が明確になったが，それは，校内組織における教育相談コーディネー
ターの位置付けや権限の明確化が前提となる。校内支援体制を担当すると，学校全体の業務にか
かわることが多くなるため，校務分掌への位置付けや権限を明確にした上で，その役割について
校内での共通理解を図る必要がある。本研修においては，指導主事訪問の際，教頭の同席を求め
たため，管理職の理解を得られやすくなり，その分校内での共通理解が促進されたと考えられる。
その点，教育相談コーディネーターの役割や機能についての管理職の理解が欠かせない。

（　　）

図７　生徒支援コーディネーターの役割　大野（1998）をもとに今西（2013，2018）が作成
校内外の連携・調整
校内支援委員会の運営
チーム支援
助言・相談・面接等

連携・支援

生徒支援についての年間計画立案・推進
年間計画についての評価
生徒支援をめぐる校内研修会の企画・運営
情報提供活動（資料提供・活動報告）
教員・生徒・保護者への広報活動
調査・検査の実施・調査データの活用

推　　　進

生徒支援コーディネーター
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　そのためにも，教育行政における教育相談コーディネーター養成と専門性（資格を含む）の確
保を踏まえた，人事配置が必要である。教育相談コーディネーター個人や学校独自の取組に期待
するだけでなく，教育行政のサポートを充実させることで，役割や校務分掌としての安定性・継
続性を担保することができる。

４　「チーム学校」における校内支援体制づくりと 
教育相談コーディネーター養成の在り方　

⑴　生徒指導提要（改訂版）から考える今後の方向性
　「生徒指導提要（改訂版）」（文部科学省，2022  以下「改訂版」）と現行の「生徒指導提要」（文部科
学省，2010  以下「旧版」）とを対照して，教育相談に関する改訂のポイントとして筆者が注目し
たのが次の３点である（今西，2022）。
①　包括的な児童生徒支援とチーム支援の重視
　旧版では，発達を促す指導・予防的指導・課題解決的指導の３層構造が提起されていたが，改
訂版では，生徒指導，教育相談を，発達支持・課題予防・困難課題対応の３つの機能を持った教
育活動と定義したうえで，より包括的な支援体制として，２軸（時間軸：先手型・事後対応型），３
類（観点），４層（対象と課題性）から成る重層的支援構造が提起されている（表４）。
　こうした重層的支援構造は，石隈（1999）の提示した心理教育的援助サービスの３段階（表
１）・４領域（表２）と共通点がある。異なる点は，学校心理学における３段階の心理教育的援助
サービス（表１）のモデルでは，支援対象によって３段階に整理しているが，改訂版では，３段
階の支援対象に先手型・事後対応型の２段階の時間軸を組み合わせることによって，３類・４層
構造に整理されている点である。また，支援領域について，石隈（1999）が，学習面，心理・社
会面，進路面，健康面の４領域（表２）を提示しているのに対して，改訂版でも，「生徒指導に
おいて発達を支えるとは，児童生徒の心理面（自信・自己肯定感等）の発達のみならず，学習面
（興味・関心・学習意欲等），社会面（人間関係・集団適応等），進路面（進路意識・将来展望等），健康
面（生活習慣・メンタルヘルス等）の発達を含む包括的なもの」と同様の領域が提示されている。
ただ，改訂版では，項目によっては「家庭面」が取り上げられている箇所があり，支援対象領域
についての用語法の整理が必要と思われる。
　また，改訂版が提起する重層的支援構造において重視されているのがチーム支援である。旧版
では，その表記が「チーム支援」（２か所），「チームによる支援」（28か所）と複数あったが，改
訂版においては，「チーム支援」という表記（56か所）に統一された。さらに，事後対応型におい
ては「チームによる指導・支援に基づく組織的対応によって，早期の課題解決を図り，再発防止
を徹底することが重要」とするだけでなく，発達支持的生徒指導や課題未然防止教育といった先
手型対応においても「チームを編成して学校全体で取組を進めることが求められ」るとしている。
こうした点からも，改訂版では，「チームによる組織的対応」が旧版よりも一層重視されるよう
になったといえる。
　改訂版においては，チーム支援に至るプロセスを図８のように提示している。まず，①スクリ
ーニング会議で見い出されたリスクの高い児童生徒や困難な状況で苦戦したり発達・適応上の課

（　　）
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題等を抱えていたりする特定の児童生徒についてケース会議を開き，アセスメントを行う。それ
をもとに，②課題の明確化と目標共有を行い，③チーム支援計画を作成し，④チーム支援を実践
する。チーム支援を実施していく過程で，⑤点検・評価を行い，チーム支援の終結・継続の判断
を行っていく。これを，PDCAサイクルにあてはめると，①～③が P，④がD，⑤がC・Aに
あたると考えられ，支援チームは PDCAのマネジメントサイクルのプロセスをもつと考えられ
る。ここで重視されるのが，ケース会議におけるアセスメントであり，これが「チーム支援の成
否の鍵を握」ると強調されている。
　スクリーニング会議とケース会議については，教育相談等に関する調査研究協力者会議
（2017）が，「関係者が情報を共有し，チームとして取り組むため，既存の校内組織を活用するな
どして，早期から組織として気になる事案を把握（スクリーニング）する会議を定期的に実施し，
解決すべき問題又は課題のある事案については，必ず支援・対応策を検討するためのケース会議
を実施することが必要である。なお，これらの会議には，校内の生徒指導，教育相談担当教員，
特別支援教育コーディネーター，SC，SSW等関係教職員だけでなく，事案によっては，校外の
関係機関職員が参加することが有効である。こうした体制により，関係者それぞれの立場からの
視点を共有し，不登校，問題行動等の未然防止，早期発見，早期支援・対応も含めた児童生徒へ
の支援策の検討・実施・検証をチームとして一体的に行うことが可能となる」と指摘しており，

（　　）

表４　教育相談における２軸・３類・４層の重層的支援構造（今西2022，文部科学省2022をもとに作成）

軸 類 層 支援対象 支援内容 チーム支援

先手型
�
�
常態的�

�先行的

発達支持的教育相談

全ての児童生
徒

様々な資質や能力の積
極的な獲得を支援

管理職のリーダーシップの下，
PDCAサイクルに基づいた全
校体制での取組

課題
予防的
教育相談

課題未然
防止教育

ある特定の問題や課題
の未然防止を目的とし
た取組プラン・教育プ
ログラムの実施

事後対応型
�
�
即応的�

�継続的

課題早期
発見対応

ある問題や課
題の兆候の見
られる特定の
児童生徒

児童生徒の危機のサイ
ンの早期発見と早期対
応（スクリーニング会
議，リスト化と定期的
な情報更新，個別の支
援計画，グループ面談，
関係機関を含めた学校
内外のネットワークに
よる支援  等）

教育相談コーディネーターを中
心としたケース会議のアセスメ
ント  

⇩

・ 機動的連携型支援チーム
　 （最小単位の連携・協働）
・校内連携型支援チーム
　 （校内で定期的に連携・協
働）
・ ネットワーク型支援チーム
　 （地域・関係機関との連
携・協働）

困難課題対応的
教育相談　　　

困難な状況で
の苦戦や発
達・適応上の
課題等のある
特定の児童生
徒

ケース会議を開き，教
育相談コーディネータ
ーを中心とした情報収
集と SC・SSWの専門
性を生かしたアセスメ
ントをもとに，長期的
な手厚い支援を組織的
に行う。
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教育相談体制を機能させていくうえで重要な組織となると考えられる。
　実際に支援にあたる支援チームとしては，担任と学年・各校務分掌の連携・協働する最小単位
の機動的連携型チーム，ミドルリーダーのコーディネーションによる連携・協働を行う校内連携
型支援チーム，地域・関係機関等と連携・協働するネットワーク型支援チームといった３つの形
態が提示されている（図９）。
　改訂版では，「学級・ホームルーム担任が一人で問題を抱え込まずに生徒指導主事等と協力し
て，機動的連携型支援チームで対応し」，「対応が難しい場合は，生徒指導主事や教育相談コーデ
ィネーター，学年主任，養護教諭，SC・SSW等校内の教職員が連携・協働した校内連携型支援
チームによる組織的対応が重要となり」，「深刻な課題は，校外の関係機関等との連携・協働によ
るネットワーク型支援チームによる地域の社会資源を活用した組織的対応が必要にな」るとして
おり，ケース会議で問題・課題の「深刻」さの程度について検討し，支援チームを使い分けるこ
とが想定されている。
②　教育相談を中核で支える教育相談コーディネーター
　こうしたチーム支援を含めて，重層的支援構造を機能させていくキーパーソンが，教育相談コ
ーディネーターである。旧版での「コーディネーターとしての教育相談担当教員」という表記は，
改訂版では「教育相談を中核で支えるのは教育相談コーディネーター」と明記された。
　教育相談コーディネーターは，課題早期発見対応・困難課題対応的教育相談では中心となって
対応にあたり，スクリーニング会議や支援チームの必要性を検討するケース会議では，生徒指導
主事と連携して対応することが求められている。さらに，発達支持的教育相談，課題未然防止教
育においても，SCの協力を得ながら生徒指導主事と協働して教育プログラムの作成を行うこと
が求められている。
　教育相談等に関する調査研究協力者会議（2017）では，教育相談コーディネーターの担う主な
職務内容を表５のように整理していたが，その職務内容は，あくまでも学校における SC,SSW
の活用に焦点を当てたものであって，学校全体の教育活動を見据えた包括的な支援を行う役割と
しては不十分である。
　それに対して，改訂版では，問題の兆候が見られたり困難を抱えたりした特定の児童生徒を対

（　　）

図８　チーム支援のプロセス
（文部科学省，2022）

点検・評価に基づくチーム
支援の終結・継続

チーム支援の
実践

チーム支援計画の作成

課題の明確化と
目標の共有

チーム支援の判断と
アセスメントの実施

1

2
3

4

5

図９　支援チームの形態
（文部科学省生，2022）

機動的連携型支援チーム

担任等と学年・各校務分掌
の最小単位の連携・協働

校内連携型支援チーム

ミドルリーダーのコーディネ
ーションによる連携・協働

ネットワーク型支援チーム

地域・関係機関等との連携・協働

管理職のリーダーシップによるマネジメント
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象とする事後対応型の支援だけでなく，児童生徒の様々な資質・能力の積極的な獲得の支援や問
題・課題の未然防止など全ての児童生徒を対象とした先手型の支援も教育相談コーディネーター
の役割として提起されており，２軸３類４層の包括的な児童生徒支援が求められている。
③　組織を動かすマネジメントサイクル
　改訂版において，重層的支援構造を組織的に機能させる上で重視されるもう一つの点が，マネ
ジメントサイクルである。
　旧版にも「マネジメント」（旧版７か所）・「サイクル」（同２か所）という表記はあったが，改訂
版では，「生徒指導を切れ目なく，効果的に実践するためには，学校評価を含む生徒指導のマネ
ジメントサイクルを確立することが大切」であり，「教育相談活動は，PDCAサイクルで展開さ
れ」ると，その重要性が繰り返し強調されている。そして，こうしたサイクルは，教育相談体制
づくりだけでなく，チーム支援においても重視されている（図８）。
　また，改訂版では，サイクルづくりを進めていくためには，「学校の教育計画全体の中に教育
相談の全体計画を位置付け，それに基づいて年間計画を作成」することが必要であり，「全ての
児童生徒を対象とする発達支持的教育相談と課題未然防止教育は，年間計画に位置付けることが
特に重要」としており，マネジメントサイクルを，年間計画の中でどう具体化していくかという
視点が求められている。

⑵　校内支援体制づくりに関する概念モデル
　今西（2013，2017，2018，2019a，2022）は，教育相談コーディネーターとしての実践，教育相談

（　　）

表５　教育相談コーディネーターの担う主な職務内容（教育相談等に関する調査研究協力者会議，2017）

SC，SSWの周知と相談
受付

児童生徒やその保護者に SC，SSWの周知を図り，相談の受付をする。相談の
申込みの有無にかかわらず，実情に応じて，教育相談コーディネーターが積極
的にアプローチしていくことも重要である。

気になる事例把握のため
の会議（スクリーニング
会議）の開催

各教員から気になる事例があがるように工夫し，養護教諭，特別支援コーディ
ネーター，生徒指導主事，SC，SSWなどのメンバーと共に事例の洗い出し，
第一次的な方向性決定を行う。

SC，SSWとの連絡調整
児童生徒の抱える問題に応じて，SC，SSWも参画し，学校としての対応方針
をまとめ，効果的な支援が行えるように調整する。SC，SSWの双方の支援が
必要な場合には，学校の窓口として，両者間の業務調整などを行う。

相談活動に関するスケジ
ュール等の計画・立案

教職員や保護者からの相談を受け，SC，SSWの勤務状況を鑑み，適切に相談
計画を立案する。

児童生徒や保護者，教職
員のニーズの把握

児童生徒や保護者，教職員が問題・課題をどのように捉えているか，現状につ
いてどのように考え，今後どのようにしたいのかを把握する。

個別記録等の情報管理 個人情報の保護等に配慮した記録の集約と管理を行う。

ケース会議の実施
児童生徒の抱える問題に応じて，学年でのケース会議，校内全体でのケース会
議，関係機関を含めたケース会議などの開催を企画する。

校内研修の実施

SC，SSWの役割や，学校としての活用方針等を研修会の場などを利用して，
全教職員に共通理解できるようにする。また，必要に応じ，関係機関との合同
研修会を企画するなど，普段から関係機関と情報交換を行えるようにすること
も重要である。
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コーディネーター養成研修の実践をもとに，校内支援体制づくりに関する概念モデル（図10）を
作成した。
　校内支援体制づくりを効果的に推進するにあたっては，協働的な学校風土を背景に，管理職の
リーダーシップ・バックアップのもと，システム，サイクル，コーディネーターという３つの機
能が歯車のように相互に関連し合って機能していくことが重要であると考えた。システムを機能
させるために重要になるのがサイクルづくりである。アセスメントから支援に向かう一貫したサ
イクルを，年間を通して機能させていくためには，児童生徒支援についての取組を年間計画の中
に位置付け，マネジメントしていくことが求められる。そして，こうした支援のシステムとサイ
クルを実際に機能させるよう調整し，運営していくのがコーディネーターの役割である。これら
の点が相互に機能し合うことで，各校の実態に応じた校内支援体制づくりが可能になると考えた。
①　校内支援体制におけるシステム
　校内支援体制のシステムについて，改訂版（文部科学省，2022），石隈・田村（2003），家近・石
隈（2011）の学校心理学のモデル，今西（2008，2013）の実践を対照して整理したのが表６である。
　家近・石隈（2011）が提示した３段階の援助チームのうち，マネジメント委員会では，学校全
体の教育目標を達成するための意思決定や危機管理を行う委員会であり，運営委員会や職員会と
いった学校全体の教育活動や行事などに関する決定を行う（山口・石隈，2009）。その点，マネジ
メント会議では，主に先手型の常態的・先行的（プロアクティブ）な内容が中心になり，発達支持
的教育相談や課題未然防止教育については，マネジメント委員会で検討されることになると考え
られる。改訂版においても，管理職のマネジメントの重要性が繰り返し指摘されており，コーデ
ィネーションを効果的に行うためにはマネジメントの視点が欠かせない。
　一方，コーディネーション委員会は，生徒指導委員会，教育相談部会，校内支援委員会，学年
会などにあたり，学校や学年の子どもの援助ニーズを把握しながら，そのニーズに応じた活動の
コーディネーションを行う（家近・石隈，2003）。改訂版と対照すると，コーディネーション委員
会は，スクリーニング会議，ケース会議に該当すると考えられ，コーディネーション委員会では，
事後対応型の即応的・継続的（リアクティブ）な支援が中心になる。ただ，コーディネーション

（　　）

図10　校内支援体制づくりに関する概念モデル（今西，2013，2017，2018，2019a，2022）
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委員会の運営は，リスクの高い児童生徒を見い出すだけでなく，参加する教師に対しても肯定的
な影響を与える。家近・石隈（2007）は，中学校でのコーディネーション委員会への参加が，教
師に，①知識，②安心・自信，③意欲の向上の獲得，④自己修正，⑤生徒への接し方の変化，⑥
仕事上の役割の明確化といった影響を与えていることを指摘している。家近・石隈・丹下・横
田・吉本（2010）は，中学校のコーディネーション委員会の学校全体への影響として，①支えら
れ感，②つながり感，③援助者としての成長感，④話し合いの活性化をあげている。このように，
コーディネーション委員会の運営を充実させていくことは，チーム学校が機能するために欠かせ
ない同僚性の形成につながるといえる。
　マネジメント委員会，コーディネーション委員会が定期的，恒常的に開催されるのに対して，
援助チームは援助ニーズのある個別の子どもに対して招集される（家近・石隈，2011）。改訂版で
は，機動的連携型チーム，校内連携型支援チーム，ネットワーク型支援チームの３つの形態が提
示されているが，これは，石隈・田村（2003）の提示するコア援助チーム・拡大援助チーム・ネ
ットワーク型援助チームにあたると考えられる。
　こうして三者が提示したシステムを対照すると，用語法の違いはあるが，マネジメント，コー
ディネーション，チーム支援という３段階のシステムが必要になると考えられる。その点，３段
階のシステムと機能を，校種や学校・地域の実態に応じて整理し，構築していくことが，校内支
援体制づくりの基礎になるといえる。
②　システムを機能させるマネジメントサイクル
　家近・石隈（2003）は，中学校におけるコーディネーション委員会の実践事例の検討から，コ
ーディネーション委員会には，①コンサルテーションおよび相互コンサルテーション機能，②学
校・学年レベルの連絡・調整機能，③チーム援助の促進機能，④マネジメントの促進機能の４つ
の機能があると指摘している。校内支援体制づくりというと，まずシステムに焦点を当てられる
ことが多いが，システムだけを作ることによって支援体制が完結するわけではない。システムを
作ってもそれが機能しなければ，やがては形骸化する（今西，2013）。その点，継続性をもったシ
ステムを構築していくためには，そのシステムをどう機能させていくかというマネジメントの視
点が欠かせない（今西・金山，2018）。
　この点について，中央教育審議会（2015）は，「チームとしての学校」に向けては，個々の教
員が個別に教育活動に取り組むのではなく，校長のリーダーシップの下，学校のマネジメントを

（　　）

表６　校内支援体制におけるシステムに関する比較

文部科学省（2022）
石隈・田村（2003）
家近・石隈（2011）

今西（2008，2013）

運営委員会・職員会議 マネジメント委員会 運営委員会・職員会議

スクーリング会議
コーディネーション委員会

定例支援委員会

ケース会議 臨時支援委員会

支援チーム  
・機動的連携型チーム  
・校内連携型支援チーム  
・ネットワーク型支援チーム

援助チーム  
・コア援助チーム  
・拡大援助チーム  
・ネットワーク型援助チーム

支援チーム  
・コア支援チーム  
・拡大支援チーム  
・ネットワーク型支援チーム
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強化し，組織として教育活動に取り組む体制を創り上げるとともに，必要な指導体制を整備する
ことが必要であり，生徒指導や特別支援教育等を充実していくためには，学校や教員が心理や福
祉等の専門家や専門機関と連携・分担する体制を整備し，学校の機能を強化していくことが重要
であると指摘している。
　マネジメントを効果的に行うときに欠かせないのが，PDCAといったマネジメントサイクル
を，どのように構築し，機能させていくかという視点である。支援体制づくりにおいては，「子
供たちの様々な情報を整理統合し，アセスメントやプランニングをした上で，教職員がチームで，
問題を抱えた子供たちの支援を行うことが重要」（中央教育審議会，2015）であり，「教育相談活動
は，PDCAサイクルで展開され」る（文部科学省，2022）。
　校内支援体制においてマネジメントサイクルを機能させていくために必要なことが，学校の教
育計画全体の中に教育相談の全体計画を位置付け，それに基づいて年間計画を作成することであ
る。特に，全ての児童生徒を対象とする発達支持的教育相談と課題未然防止教育については年間
計画に位置付けることが重要である（文部科学省，2022）。その点，今西（2013）が，定例支援委員
会の活動やアセスメントツールの活用という点についてマネジメントサイクル構築の必要性を提
案したように，学校の実態に応じてアセスメントから包括的な支援につながる支援サイクルを構
築していくことが教育相談コーディネーターの重要な役割になると考えられる。
③　教育相談コーディネーターの役割と機能
　コーディネーターは，学校内外の複数の援助資源を組み合わせ，調整していくと同時に，チー
ムで行う援助サービス活動や方針の調整，チーム援助を支えるシステムの調整を行う存在である
（石隈，1999）。瀬戸・石隈（2002）は，複数の専門家で行うコーディネーションが機能するために
は，コーディネーションの中心である生徒指導主任が，教育相談担当者，スクールカウンセラー
との連携を強めるためのシステムづくりと，教育相談担当者への役割権限の委譲が必要であると
指摘し，コーディネーターの役割の重要性を提起している。また，小林・藤原（2014）は，現在
では学校教育相談に関連する各領域の推進や，児童生徒の抱える問題の多様化に対して，SC・
SSW・関係機関等との連携の必要性が高まっており，学校教育相談の中心として，諸課題や校
内外の援助資源の整理・調整を行い，連携・協働・支援のキーパーソンとなるコーディネーター
が求められるようになったと指摘している。
　この点について，教育相談等に関する調査研究協力者会議（2017）は，「学校全体の児童生徒
の状況及び支援の状況を一元的に把握し，学校内及び関係機関等との連絡調整，ケース会議の開
催等児童生徒の抱える問題の解決に向けて調整役として活動する教職員を教育相談コーディネー
ターとして配置・指名し，教育相談コーディネーターを中心とした教育相談体制を構築する必要
がある」と提起している。今西（2013）と教育相談等に関する調査研究協力者会議（2017）の提
示する役割を対照し，整理してみると，後者は SC・SSWの活用に焦点を当てて考えられており，
事後対応型の即応的・継続的（リアクティブ）な支援が中心になっていると思われる（表７）。教
育相談コーディネーターを教育相談を中核で支えるものととらえ，これからの教育相談について，
先手型の常態的・先行的（プロアクティブ）な支援を重視する視点から考えると，推進の役割を含
めた，より包括的な役割が求められてくる。
　筆者は，大野（1998），石隈（1999），今西（2008，2013），教育相談等に関する調査研究協力者会

（　　）
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議（2017），文部科学省（2022）をもとに，教育相談コーディネーターの役割モデルを考えた（図
11）。ここでは，連携・支援と推進の２つの役割を主軸として，前者が事後対応型の即応的・継
続的（リアクティブ）な支援，後者は先手型の常態的・先行的（プロアクティブ）な支援がそれぞ
れ中心となる。
　推進の役割としては，まず，マネジメントサイクルにそって年間計画を作成して実施し，評価
することが校内支援体制の方向性を決めることが求められるであろう。その過程で，校内研修会
を年間計画の中に位置づけ，必要に応じて情報提供・広報活動を行い，アセス・Q-U 等の調
査・検査の計画的な実施や個別記録の管理を行う。また，心理教育プログラムについて，高等学
校学習指導要領（文部科学省，2018）では，「主に集団の場面で必要な指導や援助を行うガイダン
スと，個々の児童・生徒の多様な実態を踏まえ，一人一人が抱える課題に個別に対応した指導を
行うカウンセリングの双方により，児童・生徒の発達を支援すること」を提示しており，改訂版
では，「全ての児童生徒を対象とした，ある特定の問題や課題の未然防止を目的に行われる」「課
題予防的教育相談」の例として，「全ての児童生徒を対象に，いじめ防止や暴力防止のためのプ
ログラムを，SCの協力を得ながら生徒指導主事と教育相談コーディネーターが協働して企画し，
担任や教科担任等を中心に実践する取組」が挙げられており，先手型の常態的・先行的（プロア
クティブ）な支援を行うためには，推進の役割が一層重要になってくるであろう。
④　管理職のリーダーシップと協働的な学校風土
　家近・石隈（2007）は，コーディネーション委員会では，事例によって各参加者がそれぞれ専
門性を生かした相互コンサルテーションが行われており，定期的に行われる相互コンサルテーシ
ョンによって，教師同士が子どもへの援助についてともに考える場と時間が構造化され，教師相
互による理解，教師相互で話し合う機会を獲得しながら参加者の当事者意識が高まると指摘して
いる。このように，コーディネーション委員会を十分に機能させることは学校の協働的な風土を
醸成することにつながるといえる。
　西山・渕上・迫田（2009）は，教育相談システムと学校の協働的風土が整うことが教育相談定
着の前提になると指摘している。学校が定期的な会議を設け，それぞれの役割を整理し，相談ル

（　　）

表７　コーディネーター役割の対照表　今西（2013）・教育相談等に関する調査研究協力者会議（2017）

今西（2013） 教育相談等に関する調査研究協力者会議（2017）

連携・支援

校内外の連携・調整 SC，SSWの相談受付，連絡調整

校内支援委員会の運営 気になる事例把握のための会議

チーム支援 ケース会議の実施

助言・相談・面接等

推　　　進

年間計画立案・推進 相談活動に関するスケジュール等の計画・立案

年間計画についての評価

校内研修会の企画・運営 校内研修会の実施

情報提供活動

広報活動 SC，SSWの周知

調査・検査の実施，データ活用・管理 個別記録等の情報管理
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ートを明確にするといった教育相談システムを整備していること，学校において民主的で健全な
コミュニケーションが行われ，協働的な風土が形成されていることによって，一貫性・継続性の
ある教育相談の定着がよりよく確立されるというのである。また，西山・渕上・迫田（2009）は，
管理職のリーダーシップのあり方の重要性にふれ，学校長の変革的リーダーシップと配慮的リー
ダーシップが，教育相談の定着に間接的な影響を与える点についても指摘している。また，今西
（2008b）も，教育相談コーディネーターとしての実践を通して，管理職とコーディネーター担当
者との日常的な連携の必要性と管理職のリーダーシップが教育相談コーディネーターの活動に与
える影響の大きさを指摘している。
　また，改訂版では，「組織的かつ効果的に生徒指導を実践するためには），教職員同士が支え合
い，学び合う同僚性が基盤」になるとしており，「教職員や専門スタッフ等の多職種で組織され
る学校がチームとしてうまく機能するには，職場の組織風土（雰囲気）が大切」であり，「学級・
ホームルーム担任中心の抱え込み型生徒指導から，多職種による連携・協働型生徒指導へと転換
していく際に重要となるのは，職場の人間関係の有り様」と提起している。筆者は，教育相談コ
ーディネーターの実践や校内支援体制づくり・教育相談コーディネーター養成に係る実践を通し
て，校内支援体制が児童生徒支援につながっていくためには，学級担任も含めて同僚支援の視点
が重要であることを実感してきた。今西（2008b）は，子どもたちに「良かれ」と思って行う支
援の方向性が教職員に共有されていればチームとしての組織的な支援が可能になるが，その方向
性にずれがあるために対立・葛藤が生じてチームとして機能しなくなることを「良かれの呪縛」
と呼んでいる。その点，受容的・支持的・相互扶助的な同僚性や学校風土をどのように醸成して
いくかという点は，どのような校内支援体制をどう構築していくかという点とつながっているで
あろう。

⑶　教育相談コーディネーター養成研修の在り方
　教育相談コーディネーターの養成に関する研修は，主に，①各学校より希望者もしくは推薦者
を募り，校外で開催される研修講座を年間数回受講することを通して養成を行う研修講座型，②
各学校から教育センターや大学院に長期研修生として１～２年派遣して養成を行う長期派遣型，
③重点支援校を指定し，指導主事等の訪問支援を中心に校内支援体制づくりを進める過程で養成
を行うアウトリーチ型の３つの研修パターンに分類される（今西・金山 2017，今西 2019a）。
　今西（2019a）が，2017年４月末の時点で，都道府県立の教育センター・教育研究所のホームペ
ージから，教育相談コーディネーターの養成に関する研修を検索して整理した最も多いのが，研

（　　）

図11　教育相談コーディネーターの役割モデル
スクリーニング会議の運営
ケース会議・支援チームの運営
助言・相談等
SC・SSWの活用についての連絡調整

連携・支援

年間計画の作成・実施・評価
校内研修会の企画・実施・評価
心理教育プログラムの作成・実施・評価
情報提供活動・広報活動
調査・検査の実施、個別記録等の管理

推　　　進

教育相談コーディネーター
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修講座型の養成である。研修期間は１～２日の研修もあるが，通年６～８日の研修が中心となっ
ており，講座の定員は，９～90名となっている。また，その内容は，役割・機能，チーム援助，
いじめ・虐待といった実際の援助に関すること，事例研究，校内外連携等に関することが中心に
なっており，児童生徒の課題や問題に対して，教育相談コーディネーター担当者がチーム援助を
軸に対応する力をつけることを目指していると考えられる。
　こうした研修は，受講者の選出方法にもよるが，その期間に応じて一定量のプログラム内容を，
一定数の受講者に対して提供できるところに利点がある。たとえば，2004年度から始まった神奈
川県総合教育センターの教育相談コーディネーター養成研修講座においては，2021年度までに，
すでに小・中学校2,297名，高等学校1,114名が受講しており（神奈川県総合教育センター，2021），
研修講座を継続実施することによって受講生を多くの学校に配置し，研修内容を広めることがで
きる。
　長期派遣型研修として都道府県立の教育センターで行われた研修は，岩手県総合教育センター
の教育相談養成コース（教育相談コーディネーター養成研修）がある。また，専門職学位課程の一つ
である教職大学院には，福岡教育大学大学院のように，学校心理士養成カリキュラムに基づき，
教育相談コーディネーター的役割を果たせる中堅教員の養成を目指す機関もある（小泉・納富・
西山，2009）。こうした長期派遣型の研修は，受講者数は少ないが，そのプログラムは教育，心理，
医療，福祉等に関する理論から実習まで多岐にわたっており，受講者は広く深く学ぶことができ
る（岩手県総合教育センター  2012b，福岡教育大学 2016）。
　アウトリーチ型の研修としては，高知県心の教育センターが2011～2015年度に行った生徒支援
コーディネーター養成研修があげられる。この研修においては，高等学校のコーディネーター担
当教員を対象として，指導主事等が所属校を訪問し，コーディネーター担当者への指導・援助だ
けでなく，各学校の実態や担当者のニーズに応じて校内支援委員会やケース会議への参加や校内
研修実施への援助等を行った（今西・金山，2017）。
　研修講座型の養成研修においては，教職員が所属校に在籍のまま受講できるため参加しやすく，
複数年継続実施することによって多くの受講者を募ることができ，その研修内容を広めることが
できるという利点があるが，所属校の実務にどの程度反映できるかは受講生次第になるという課
題がある。一方，長期派遣型の養成研修においては，受講生が年間を通した理論と実習のプログ
ラムを通して通広く深く学ぶことができるが，１～２年所属校を離れるため，教職員が受講しに
くいという課題がある。アウトリーチ型の研修は，校内支援体制づくりと教育相談コーディネー
ター養成を並行して効果的に進めることができるため，実効性が高い。ただ，筆者の経験からす
ると，アウトリーチを行う支援者の職務が多岐にわたっており，支援についての知識だけでなく
支援体制づくりの経験が求められ，支援者の養成の難しさが感じられる。こうした養成研修は，
数年で効果が期待できるものではなく，継続的に実施していくことが求められる。そのため，地
域や行政機関，学校の実態に応じて，３つの形態を使い分けたり組み合わせたりして効果的に活
用していくことが必要である。
　改訂版では，事後対応型の即応的・継続的（リアクティブ）な支援を行うためには，「心理学的
知識や理論，カウンセリング技法，心理面に関する教育プログラムについての知識・技法だけで
なく，医療・福祉・発達・司法についての基礎的知識を持つことが求められ」るとしている。そ

（　　）
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の一方で，先手型の常態的・先行的（プロアクティブ）な支援を行うためには「全ての児童生徒へ
の発達支持的教育相談を行うための，社会性の発達を支えるプログラム（ソーシャル・スキル・ト
レーニング等）などに関する研修や，自殺予防教育やいじめ防止プログラムなどの課題未然防止
教育に関する研修を行うことも大切」としている。さらに，図11のようなコーディネーターの役
割を考えると，スクリーニング会議やケース会議の運営，チーム支援の進め方に関する研修も必
要になる。また，推進の役割についての研修は，校種や学校・地域の実態によって異なるため，
集合研修だけでなく，教育センター等の研修担当者が直接学校に訪問するアウトリーチ型の研修
を併用していくことも必要になるであろう。

５　今後の課題

⑴　教育相談コーディネーターに関する役割権限の明確化
　教育相談等に関する調査研究協力者会議（2017）は，「学校全体の児童生徒の状況及び支援の
状況を一元的に把握し，学校内及び関係機関等との連絡調整，ケース会議の開催等児童生徒の抱
える問題の解決に向けて調整役として活動する教職員を教育相談コーディネーターとして配置・
指名し，教育相談コーディネーターを中心とした教育相談体制を構築する必要がある」と提起し
ており，改訂版では，「教育相談コーディネーターが自由に動けるような体制を整えておくこと
が重要」と提起している。
　瀬戸・石隈（2002）は，コーディネーション行動における役割権限について，教育相談担当の
長が連携を円滑に行えるように，何らかの役割権限を委譲する必要があると指摘している。本研
修においても，生徒支援コーディネーター担当教員や管理職から，役割と権限を明確にしてもら
いたいといった声を多く聞いた。教育相談等に関する調査研究協力者会議（2016）においても，
教育相談コーディネーターに対し，職務を遂行する上での一定の役割を与えることや学校の実情
に応じ授業の持ち時間数を減らすなどの配慮も必要であると提起している。小林・藤原（2014）
は，包括的・統合的なコーディネーターの活動を支えるためには，単に学校ごとの実践だけでな
く，各都道府県や市町村の教育行政面からの意欲的な取組や国の施策面からのサポートが必要に
なると指摘している。実際，教育相談コーディネーターの養成・配置を効果的に行うにあたって
は，図12のように，教育相談コーディネーターの養成・配置，学校の校内支援体制の構築と教育
行政の支援といった３つの要件が必要である。
　①は，教育相談コーディネーターは配置されているが，組織的な活動には至っていない状態で
あり，②は，校内では教育相談コーディネーターが配置され，支援体制づくりも進んでいるが，
教育行政の支援がないために，人事異動等で校務分掌としての継続性・安定性が担保できない状
態である。③は，教育行政が養成研修などで教育相談コーディネーターを養成・配置したが，所
属校で管理職の理解が得られなかったり支援体制が構築できなかったりして十分機能できない状
態である。教育相談コーディネーターの活動が効果的なものになるためには，こうした３つの要
素が相互に機能していく必要がある。そのため，教育相談コーディネーターの養成は，所属校の
校内支援体制づくりと並行して行うことが望ましい。しかし，現状では，教育相談コーディネー

（　　）

36 立命館経済学（第71巻　第６号）

680



立命館経済学71巻６号―四校　Ａ

ターの指名や配置が義務付けられているわけではない。その点，教育相談コーディネーター担当
教員個人の努力や学校内の配慮だけでは限界があり，国や行政機関のサポートも必要になると思
われる。

⑵　実践・研究の集積による実践的・理論的枠組みの構築
　学校内外の援助資源を活用した包括的・組織的な支援体制の構築に向けて，教育相談等に関わ
るコーディネーターの重要性は提起されるようになった（大野，2013，小林・藤原，2014，教育相談
等に関する調査研究協力者会議，2017）し，改訂版においては，「教育相談を中核で支えるのは教育
相談コーディネーター」と明記された。そこで期待される包括的・統合的なコーディネーターと
しての活動を支えるためには，今後研究分野からの成果の統合の積み重ねが必要になる（小林・
藤原，2014）。その点，学校単位，都道府県単位にとどまらず，大野・今西ら（2015，2016），今
西・大野ら（2017，2018）のように，全国にある実践や研究を収集・整理し，実践的・理論的な
枠組みを構築していくことが必要である。
　学校教育相談や学校心理学等におけるこれまでの取組を踏まえて，教育相談コーディネーター
の役割や権限をどう考えていくか，そして，どのような養成研修プログラムを構築していくかと
いった点について検討していくためには，全国の研究的実践家・実践的研究家・行政担当者等の，
教育相談コーディネーターについての実践や研修内容の共有と検証に取り組んでいくことがこれ
まで以上に求められてくるであろう（今西，2019b）。
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